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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布またはマット状繊維材にシリカ骨格を有するエアロゲルを付着させた基材の表面
の少なくとも一部が、アルミナからなるコーティング層で被覆されていることを特徴とす
る断熱材。
【請求項２】
　アルミナの結晶形がベーマイトであることを特徴とする請求項１記載の断熱材。
【請求項３】
　２５℃における熱伝導率が２５ｍＷ／ｍ・Ｋ以下であることを特徴とする請求項１また
は２記載の断熱材。
【請求項４】
　不織布またはマット状繊維材にシリカ骨格を有するエアロゲルを付着させた基材の表面
の少なくとも一部に、コロイダルアルミナまたはヒュームドアルミナの水分散液に、界面
活性剤及び親水性有機溶媒の少なくとも１種を添加してなる塗布液を塗布し、乾燥するこ
とを特徴とする断熱材の製造方法。
【請求項５】
　アルミナの結晶形がベーマイトであり、かつ、塗膜中の固形分濃度が４０～１００ｇ／
ｍ２となるように塗布することを特徴とする請求項４記載の断熱材の製造方法。
【請求項６】
　塗布液において、界面活性剤としてカチオン系、ノニオン系またはそれらを混合し、ア
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ルミナ固形分１００質量部に対して１～１０質量部添加したことを特徴とする請求項４ま
たは５記載の断熱材の製造方法。
【請求項７】
　塗布液において、親水性有機溶媒としてイソプロピルアルコール、メタノール、エタノ
ール、ブタノールまたはこれらを混合し、アルミナ固形分１００質量部に対して１～１０
質量部添加したことを特徴とする請求項４～６の何れか１項に記載の断熱材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保温保冷用途の断熱材に関するものであり、特にプラント配管や工業炉、自
動車等の曲面部分に対応できる断熱材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　湾曲部分への適用が可能であることから、断熱効果の高いエアロゲルを繊維材に担持さ
せた断熱材が知られている。例えば、アルコキシシランを加水分解・縮重合して得られる
ゲル状物質を不織布またはマット状に形成された繊維材に含浸させ、二酸化炭素やアルコ
ールの溶媒中で超臨界乾燥して得られる断熱材が、柔軟性を持った高性能断熱材として広
く使われつつある（特許文献１～３参照）。
【０００３】
　しかし、このようなエアロゲルを繊維材に担持させた断熱材では、微粒子間の結合力が
小さいため、その表面は非常に脆弱で、微粒子が脱離し易い。そのため、このようなエア
ロゲルを繊維材に担持させた断熱材を製造、施工する作業者の手や着衣に微粒子の付着が
頻繁に発生し、更に送風発生器が設置された屋内で使用する場合には多量の微粒子が飛散
するという問題がある。
【０００４】
　このような微粒子の脱離の問題を解決するために、金属フィルムやプラスチックフィル
ム、ガラス繊維製の織布等の表装材で断熱材を覆うことが一般的に行われている。しかし
、表装材の種類により使用温度が制限されたり、平板状の断熱材にしか適用できない等の
不具合がある。
【０００５】
　微粒子の脱離を抑えるために、無機粒子や繊維状物質を、アルコキシド化合物の加水分
解物や金属酸化物のゾル等からなるバインダーで結合したコーティング層を形成する対策
が採られている（特許文献４参照）。しかしながら、この様な方法では、簡便で緻密な膜
を得ることができ微粒子の剥離を制御することができるものの、繊維材の断熱材が持つ柔
軟性を維持することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－３４６７８号公報
【特許文献２】特表２０００－５０６５７０号方法
【特許文献３】特開２００２－２６５２８６号公報
【特許文献４】特開２００７－２３０８５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこのような状況を鑑みてなされたものであり、繊維材にエアロゲルを担持させ
た高性能断熱材の柔軟性を損なうことなく、断熱材からの微粒子の脱離を制御し、更には
使用温度や形状の制限をなくすことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記問題を解決するために、本発明は下記の断熱材及びその製造方法を提供する。
（１）不織布またはマット状繊維材にシリカ骨格を有するエアロゲルを付着させた基材の
表面の少なくとも一部が、アルミナからなるコーティング層で被覆されていることを特徴
とする断熱材。
（２）アルミナの結晶形がベーマイトであることを特徴とする上記（１）記載の断熱材。
（３）２５℃における熱伝導率が２５ｍＷ／ｍ・Ｋ以下であることを特徴とする上記（１
）または（２）記載の断熱材。
（４）不織布またはマット状繊維材にシリカ骨格を有するエアロゲルを付着させた基材の
表面の少なくとも一部に、コロイダルアルミナまたはヒュームドアルミナの水分散液に、
界面活性剤及び親水性有機溶媒の少なくとも１種を添加してなる塗布液を塗布し、乾燥す
ることを特徴とする断熱材の製造方法。
（５）アルミナの結晶形がベーマイトであり、かつ、塗膜中の固形分濃度が４０～１００
ｇ／ｍ２となるように塗布することを特徴とする上記（４）記載の断熱材の製造方法。
（６）塗布液において、界面活性剤としてカチオン系、ノニオン系またはそれらを混合し
、アルミナ固形分１００質量部に対して１～１０質量部添加したことを特徴とする上記（
４）または（５）記載の断熱材の製造方法。
（７）塗布液において、親水性有機溶媒としてイソプロピルアルコール、メタノール、エ
タノール、ブタノールまたはこれらを混合し、アルミナ固形分１００質量部に対して１～
１０質量部添加したことを特徴とする上記（４）～（６）の何れか１項に記載の断熱材の
製造方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の断熱材は、基材の柔軟性を維持しつつ、アルミナからなるコーティング層によ
り微粒子の脱離を抑制でき、しかもアルミナからなるコーティング層は熱伝導率の上昇を
最小限に抑えるため、断熱性能を損なうこともない。
【００１０】
　また、製造においても、アルミナ源を含む塗布液を塗布し、乾燥するだけでよく、工程
が簡易であるが、基材は疎水性が高いため界面活性剤及び親水性有機溶媒の少なくとも一
方を塗布液に添加することにより、塗布性が良好になり、均質なコーティング層を形成す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】走査電子顕微鏡によるコーティング層表面の観察写真（１００倍）である。
【図２】走査電子顕微鏡によるコーティング層表面の観察写真（１０００倍）である。
【図３】発塵量測定装置の説明図である。
【図４】耐熱試験結果（発塵量変化）を示すグラフである。
【図５】耐熱試験結果（熱伝導率） を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について詳細に説明する。
【００１３】
　本発明の断熱材は、不織布またはマット状繊維材にシリカ骨格を有するエアロゲル（以
下「シリカエアロゲル」）を担持させたものを基材とするため、柔軟性を有しており、湾
曲面への適用が容易である。
【００１４】
　シリカエアロゲルを担持させるには、アルコキシシランを加水分解・縮重合して得られ
るゲル状物質を、不織布またはマット状繊維材に含浸させ、二酸化炭素やアルコールの溶
媒中で超臨界乾燥することにより得られる。シリカアエロゲルの担持量としては、基材全
量の例えば１０～９０質量％であればよく、好ましくは２０～８０質量％、より好ましく
は３０～７０質量％である。シリカエアロゲルは、超臨界条件下の溶媒除去時の収縮が起
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こりにくく、高空隙率、超低密度化が容易にできるため、固体を介した伝導伝熱が小さく
なる。また、内包する気孔径は空気の平均自由行程以下となるため、気孔内における気体
の衝突に起因する熱伝達（気体伝熱）を制御することができる。よって、輻射伝熱の影響
が小さい低温領域では、熱伝導率は極めて低く、断熱性能に優れている。具体的には、２
５℃における空気の熱伝導率が０．０２８W／m・Kであるのに対して、シリカアエロゲル
を担持させた基材は、０．０２W／m・K程度の優れた熱伝導率を有している。
【００１５】
　尚、不織布及びマット状繊維材の材質としては、従来から使用されているガラスファイ
バー、セラミックファイバー、ポリエステルやポリアミド等の有機繊維が挙げられる。ま
た、密度（目付け量）や厚さ等は、適用箇所に応じて適宜選択される。
【００１６】
　また、このような基材はエアロゲル断熱材として市場にも流通しており、例えば、ａｓ
ｐｅｎａｅｒｏｇｅｌｓ社製「Ｐｙｒｏｇｅｌ ＸＴ ５６５１」等をそのまま使用しても
よい。
【００１７】
　本発明では、上記基材からのシリカ微粒子の脱離を抑えるために、基材の表面の一部、
好ましくは全面にアルミナからなるコーティング層を形成する。コーティング層を形成す
るにはアルミナ源としてコロイダルアルミナまたはヒュームドアルミナの水分散液を含む
塗布液を塗布し、乾燥する。また、アルミナ源のアルミナの結晶形がベーマイトであるこ
とが好ましい。こうしたベーマイトはその形状が棒状であったり板状であったりするので
、コーティング層中で水平に平板状となって広がり、シリカ微粒子の脱離を防ぐ効果が高
いとともに、基材の繊維と絡み合って密着性が高まり、更には折り曲げも容易であるため
基材の変形に良好に追従して柔軟な断熱材となる。尚、こうしたベーマイトの大きさは特
に制限はないが、例えば平均粒径５～４０μｍであればよく、１０～３０μｍであっても
よい。
【００１８】
　但し、基材は、撥水性を有するエチル基がシリカ骨格に結合しており、更に、生成過程
に生じたトリメチルシラノールやヘキサメチルジシロキサン等の物質が混在しているため
、極めて高い撥水性を有しているため、塗布液は、そのままでは基材に塗布することが難
しい。
【００１９】
　そこで、基材への濡れ性を改善するために、塗布液に界面活性剤及び親水性有機溶媒の
少なくとも一種を添加する。
【００２０】
　界面活性剤としては、アニオン系界面活性剤はコロイド溶液のゲル化や沈殿物を生じる
等の問題が生じるため、カチオン系、ノニオン系が望ましい。但し、断熱材への塗布方法
によっては界面活性剤の添加により起泡する場合は、脂肪酸エステル等の非イオン系界面
活性剤を添加したり、親水性有機溶媒を加えることが好ましい。また、界面活性剤の添加
量は、添加量が少ないと基材への濡れ性改善に至らず、多いと塗布液が基材の内部まで浸
透し、熱伝導率等の特性に影響を与えるため、アルミナ固形分１００質量部に対して１～
１０質量部が好ましい。
【００２１】
　親水性溶媒とは水との相溶性が高い有機溶媒であり、水への溶解量が例えば５０ｇ／Ｌ
であればよく、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、エチレ
ングリコール等の低級アルコール類が望ましい。中でも、安価で、危険性がなく取扱が容
易で、水分を乾燥させる際、沸点が低く容易に気化きるイソプロピルアルコールが好適で
ある。また、親水性有機溶媒の添加量は、界面活性剤と同様の理由から、アルミナ固形分
１００質量部に対して１～１０質量部が好ましい。
【００２２】
　尚、界面活性剤と親水性有機溶媒とを併用する場合は、合計でアルミナ固形分１００質
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量部に対して１～１０質量部とする。また、混合比は任意である。
【００２３】
　塗布液の塗布方法としては、浸漬、ローラー、スプレーなど様々な方法があるが、スプ
レーを用いる手法が簡便で好適である。この時、吹付け量が少ないと、基材からの発塵を
制御することができず、多いとコーティング層の厚みが増えることによって断熱材全体と
しての熱伝導率が上昇するとともに、コーティング層にワレ発生の問題が生じる。よって
吹付け量はアルミナ固形分量が基材材の表面積に対して、４０～１６０g／m２であれば良
く、６０～１００g／m２であればより好適に使用できる。
【００２４】
　上記の吹付け量で、片面塗布、乾燥した後、裏面に塗布、乾燥する。この時の乾燥温度
は水の沸点を超えていれば良く、１０５℃～１５０℃、３０分以上で乾燥できる。
【００２５】
　このようにして得られる本発明の断熱材は、シリカ微粒子の脱離をアルミナからなるコ
ーティング層により抑制したものであるが、シリカエアロゾルが持つ高い断熱性能がほぼ
維持されており、２５℃における熱伝導率が２５ｍＷ／ｍ・Ｋ以下である。また、基材の
不織布またはマット状繊維材が持つ柔軟性も維持されている。
【００２６】
　尚、柔軟性については、例えば、ＪＩＳ　Ｒ　３４５３－２００１（ジョイントシート
）またはＪＰＩ－７Ｓ－４－１９９８（石油工業用石綿ジョイントシート）に準じるＦ値
（Flexibility Factor）で定義することができる。即ち、外径の異なる鋼管を用意し、大
径の鋼管から順に試験片（厚さｔｍｍ、幅２５±１ｍｍ、長さ１５０±１ｍｍ）を１８０
°にゆっくり折り曲げたときに、試験片に割れが生じない最小の鋼管径Ｄ（ｍｍ）を求め
、（１）式から算出する。ここで、割れとは、肉眼で明らかに分かる内部に及ぶものを指
し、表面にわずかに現れている表面亀裂は含まない。そして、このＦ値が１．０以上であ
れば、柔軟性に優れていると判定できる。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　ガラス繊維材の表面にアルミナの棒状粒子を含む塗布液を塗布し、乾燥して得た断熱材
の走査電子顕微鏡による表面観察写真を図１（倍率１００倍）及び図２（倍率１０００倍
）に示すが、ガラス繊維の間に平板状の構造体が層をなして存在しているのがわかる。平
板状の構造体は、塗膜中でアルミナの棒状粒子が平面状に凝集し、そのままの状態で水分
が抜けたことにより形成されたものである。そのため、平板状の構造体は結合力が弱いた
め多くの亀裂が生じており、この亀裂により断熱材は折り曲げが容易で断熱材全体として
柔軟性を有する。また、平板状の構造体によって外部への粉塵の飛散も制御される。更に
は、平板状の構造体はガラス繊維と密着しており、構造体の脱離も抑制される。
【実施例】
【００２９】
　下記に実施例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
【００３０】
（実施例１）
　エアロゲル断熱材として、ａｓｐｅｎ ａｅｒｏｇｅｌｓ社製「Ｐｙｒｏｇｅｌ ＸＴ 
５６５１」を用いた。また、アルミナ源として日産化学工業株式会社製「アルミナゾルＡ
Ｓ－５２０」（ベーマイトのコロイド水溶液）を用い、アルミナ固形分１００質量部に対
してイソプロピルアルコールが１０質量部となるように混合して塗布液を調製した。この
塗布液をスプレー容器に入れ、エアロゲル断熱材の片面に固形分が４０g／m２となるまで
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噴霧した後、加熱炉にて１０５℃で３０分間乾燥させた。加熱炉から取り出した後、エア
ロゲル断熱材の裏面も同様に噴霧、乾燥して試験体とした。
【００３１】
（実施例２）
　エアロゲル断熱材への塗布液の固形分吹付け量を６０ｇ／ｍ２とした以外は、実施例1
と同様にして試験体を作製した。
【００３２】
（実施例３）
　エアロゲル断熱材への塗布液の固形分吹付け量を８０ｇ／ｍ２とした以外は、実施例1
と同様にして試験体を作製した。
【００３３】
（実施例４）
　エアロゲル断熱材への塗布液の固形分吹付け量を１２０ｇ／ｍ２とした以外は、実施例
1と同様にして試験体を作製した。
【００３４】
（実施例５）
　エアロゲル断熱材への塗布液の固形分吹付け量を１６０ｇ／ｍ２とした以外は、実施例
1と同様にして試験体を作製した。
【００３５】
（比較例１）
　エアロゲル断熱材にコーティング層を形成することなく、試験体とした。
【００３６】
　得られた各試験体について、熱伝導率、発塵量、柔軟性を各Ｎ＝３で評価した。
【００３７】
[熱伝導率評価方法]
　測定器として(英弘精機社製「ＨＣ－１１０」を用い、試験体をφ６０ｍｍに切断して
熱伝導率を測定した。測定条件は試験体の上面を３０℃、下面を２０℃とし、０．１ＭＰ
ａの測定荷重を掛けた。測定によって得られた熱伝導率、試験前の無負荷時の試験体厚み
、測定時の試験体厚みから（２）式により得られた値を２５℃における熱伝導率とした。
【００３８】
【数２】

【００３９】
[発塵量評価方法]
　試験体を５０×５０ｍｍに切断してアルミニウム製冶具に取付け、図３に示す粉塵評価
用チャンバー内で、７０ｍｍの高さ（試験体の下端は４５ｍｍ、上端は９５ｍｍ）から９
０°転倒させた。これにより、試験体に２８ｍＮの衝撃荷重を加えたこととなる。そして
、１．４ｍの帯電防止チューブでチャンバーとパーティクルカウンター（ＫＣ－２２Ｂ，
ＫＣ－０１Ｂ：何れもリオン社製）を接続し、脱離したシリカ微粒子の数（粉塵量）を計
測した。尚、測定開始時には図中に示したヘパフィルターを稼動させ、チャンバー内の発
塵量が計測限界以下になったことを確認した後、測定を実施している。
【００４０】
　また、エアロゲル断熱材のシリカエアロゲルの一次粒子径は数ｎｍであるため、測定可
能範囲が１ｎｍ～１００ｎｍの電気泳動法を利用した粉塵測定器ＷＰＳＭＯＤＥＬ１００
０ＸＰ（ＫＥＮＯＭＡＸ社製）を用いて実施例、比較例ともに同様の測定を行ったが、粒
子径が１０ｎｍ以下の粒子の飛散は測定限界以下であったため、上記のパーティクルカウ
ンターを用いた測定結果のみを記すこととした。
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【００４１】
〔柔軟性評価方法〕
　試験体のＦ値を（１）式から求め、Ｆ値が１．０以上については表中に「○」を付し、
１．０未満に「△」を付した。
【００４２】
〔実施例／比較例評価結果〕
　上述の熱伝導率、発塵量、柔軟性の評価結果を表１に示す。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　コーティング層を施さない比較例１に対して、実施例１～６は全ての粒径範囲において
大幅に発塵量が低減していることが確認された。また、コーティング層を形成しても熱伝
導率に大きな上昇傾向は見受けられない。実施例ではコーティング層を形成していても比
較例１とほぼ同様の柔軟性を示すが、固形分吹付け量が増えるのに従って柔軟性も低くな
っており、試験体が硬くなっていくことが分かった。
【００４５】
〔耐熱性の確認〕
　耐熱性を確認するため、上述の実施例1に従って作製した試験体を、４００℃、５００
℃で各１２時間熱処理した後、上記と同様にして発塵量及び熱伝導率を評価した。発塵量
につては、粒径０．２～０．３μｍの発塵量のみを図５に、熱伝導率の評価結果を図６に
示す。
【００４６】
　４００℃、５００℃で熱処理を行っても、発塵量、熱伝導率にも大きな変化は見受けら
れず、本発明品の耐熱性が証明された。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の断熱材は広く保温保冷用途に利用でき、特にプラント配管や工業炉、自動車等
の５００℃の高温域まで、かつ、曲面部分に対応できる断熱材に適する。
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